
令和 7年（2025年）１月号　No.1 4 2 3 （ 4 ）広 報 か ま く ら

せ
ら
知
お

市役所の住所・
電話番号などは
12面で確認を

に
あ
る
バ
ー
コ
ー
ド
か
ら
、
市

税
な
ど
の
口
座
振
替
の
申
し
込

み
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
窓
口
に
出
向
く
必
要
が
な

く
、
申
込
書
の
記
入
や
押
印
も

不
要
で
す
。
対
象
銀
行
な
ど
、

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
。

▢問�
会
計
課

国
民
健
康
保
険

医
療
費
通
知
を
発
送

　
国
民
健
康
保
険
加
入
の
世
帯

主
宛
て
に
、
医
療
費
通
知
を
１

月
下
旬
と
２
月
下
旬
に
送
付
し

ま
す
。
な
お
、
特
定
の
診
療
科

目
（
精
神
科
・
神
経
科
・
産
婦

人
科
な
ど
）
は
記
載
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
医
療
費
控
除
の
申
告

に
利
用
す
る
場
合
は
ご
注
意
を
。

▢問�

保
険
年
金
課
☎
61
局
３
９
５
３

国
保
特
定
健
診
は

２

月

ま

で

　
特
定
健
診
は
、
生
活
習
慣
病

の
発
症
や
合
併
症
へ
の
進
行
を

予
防
す
る
た
め
の
健
診
で
す
。

年
に
１
回
は
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

対
象
…
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
40
～
74
歳
の
人

期
間
…
２
月
28
日
（
金
）
ま
で

場
所
…
指
定
医
療
機
関
（
要
予
約
）

費
用
…
２
千
円
（
非
課
税
世
帯

は
５
０
０
円
）

▢問�

保
険
年
金
課
☎
６１
局
３
９
５
４

（
受
診
券
が
な
い
場
合
は
、
市

民
健
康
課
☎
６１
局
３
９
４
２
へ
）

入
学
通
知
書
を
発
送

　
４
月
か
ら
小
・
中
学
校
に
入

学
す
る
お
子
さ
ん
に
、
市
立
の

就
学
指
定
校
な
ど
を
記
載
し
た

入
学
通
知
書
（
封
書
）
を
郵
送

し
ま
す
。
１
月
14
日
ま
で
に
届

か
な
い
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ

を
。
な
お
、
小
学
校
に
入
学
す

る
の
は
、
平
成
30
年
４
月
２
日

～
31
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

コ
ン
ビ
ニ
で
の
交
付

サ
ー
ビ
ス
を
一
時
停
止

　
１
月
15
日
（
水
）
は
、
シ
ス

テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
、

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の

各
種
証
明
書
の
取
得
・
戸
籍
の

利
用
登
録
申
請
サ
ー
ビ
ス
を
停

止
し
ま
す
。

▢問
市
民
課
☎
６１
局
３
９
０
２

市
税
と
国
民
健
康

保
険
料
の
納
期
限

　
市
・
県
民
税
、
森
林
環
境
税
第

4
期
と
国
民
健
康
保
険
料
第
８
期

（
い
ず
れ
も
普
通
徴
収
）
の
納
期

限
は
、
１
月
31
日
（
金
）
で
す
。

▢問
市
・
県
民
税
、
森
林
環
境
税

＝
納
税
課
☎
61
局
３
９
１
５

国
民
健
康
保
険
料
＝
保
険
年

金
課
☎
61
局
３
９
５
５

市
民
課
・
保
険
年
金
課

土
曜
窓
口
の
開
設

１
月
11
日
・
25
日
…
午
前
９
時

～
午
後
５
時
（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
関
連
は
４
時
ま
で
。
混
雑

状
況
に
よ
り
時
間
前
に
終
了

す
る
場
合
あ
り
。
正
午
～
午

後
１
時
は
市
民
課
の
証
明
書

の
交
付
の
み
）

　
内
容
に
よ
り
受
け
付
け
で
き

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

▢問
市
民
課
☎
61
局
３
９
０
２

　
保
険
年
金
課
☎
61
局
３
９
５
４

土
曜
の
国
民
健
康

保
険
料
納
付
相
談

１
月
２5
日
…
保
険
年
金
課
（
本

庁
舎
１
階
）　
午
前
９
時
～

正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

▢問
保
険
年
金
課
☎
61
局
３
９
５
５

ウ
ェ
ブ
口
座
振
替
受
け

付
け
サ
ー
ビ
ス
の
開
始

　
１
月
６
日
（
月
）
か
ら
、
専

用
ア
プ
リ
を
使
っ
て
、
納
付
書

で
す
。
外
国
籍
の
人
で
、
市
立

の
小
・
中
学
校
へ
の
入
学
を
希

望
す
る
場
合
は
申
請
を
。

▢問
学
務
課
61
局
３
７
９
６

償
却
資
産
の
申
告
を

　
市
内
で
事
業
を
し
て
い
る

か
、
市
内
に
貸
付
資
産
が
あ
る

場
合
は
、
令
和
７
年
１
月
１
日

現
在
の
償
却
資
産
に
つ
い
て
、

１
月
３１
日
ま
で
に
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。
償
却
資
産
が
な
い
場

合
や
、
事
業
所
の
移
転・閉
鎖・

名
称
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
場
合

も
、
そ
の
旨
の
申
告
を
。
電
子

申
告（ｅエ

ルＬ
Ｔタ

ッ
ク
ス

Ａ
Ｘ)

を
利
用
す

る
と
便
利
で
す
。

▢問�

資
産
税
課
☎
61
局
３
９
３
１

市
民
活
動
推
進
委
員
会

の
市
民
委
員
を
募
集

　
市
民
活
動
や
協
働
に
関
す
る

事
項
な
ど
に
つ
い
て
調
査
・
審

議
し
ま
す
。
若
干
名
。

対
象
…
市
内
在
住
の
18
歳
以
上

で
、
市
民
活
動
や
協
働
事
業

に
関
心
が
あ
り
、
年
４
～
６

回
程
度
の
会
議
に
出
席
で
き

る
人
（
市
職
員
や
市
の
他
の

委
員
を
３
つ
以
上
兼
ね
て
い

る
人
は
除
く
）

任
期
…
委
嘱
日
か
ら
２
年
間

報
酬
…
会
議
１
回
に
つ
き
、
１

万
円
（
交
通
費
込
み
）

▢申�

「
市
民
活
動
と
協
働
を
推
進

す
る
た
め
の
指

針
」（
下
）
に
記

載
の
あ
る
具
体

的
な
施
策
か
ら

１
つ
選
び
、
実
施
に
係
る
提

案
（
８
０
０
字
以
内
・
書
式

自
由
）
と
、
住
所
・
氏
名
・

年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
・

所
属
し
て
い
る
市
民
活
動
団

体
名
な
ど
（
あ
れ
ば
）
を
書

い
て
、１
月
１
日
～
17
日（
消

印
有
効
）
に
郵
送
か
Ｅ
メ
ー

ル
で
地
域
の
つ
な
が
り
課
地

域
の
つ
な
が
り
担
当
（
▢E

npo@
city.kam

akura.ka
nagaw

a.jp

）
へ

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧

　
鎌
倉
都
市
計
画
特
別
緑
地
保

全
地
区
（
植
木
特
別
緑
地
保
全

地
区
）
の
都
市
計
画
決
定
と
、

同
生
産
緑
地
地
区
の
都
市
計
画

変
更
を
告
示
し
ま
し
た
。
こ
の

都
市
計
画
図
書
は
、
都
市
計
画

課
（
本
庁
舎
３
階
）
で
縦
覧
で

き
ま
す
。

▢問
都
市
計
画
課
61
局
３
４
０
８

ご
み
処
理
場
・
ご
み

焼
却
場
の
変
更（
原
案
）

縦
覧
と
公
聴
会

　
「
鎌
倉
都
市
計
画
ご
み
処
理

場
」
と
「
鎌
倉
都
市
計
画
ご
み

焼
却
場
」
の
変
更
に
つ
い
て
、

原
案
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。

縦
覧
を
都
市
計
画
課
（
本
庁
舎

３
階
）
で
行
う
と
と
も
に
、
公

聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
縦
覧
期
間
】

１
月
24
日（
金
）～
２
月
７
日（
金
）

【
公
述
申
し
出
】

公
述
人
資
格
…
市
民
・
利
害

関
係
人
（
市
内
在
勤
の
人
な

ど
）。
抽
選
10
人
程
度

▢申�
公
述
申
出
書
（
意
見
の
要
旨

と
住
所
・
氏
名
を
記
載
）
を

縦
覧
期
間
中
に
郵
送
（
２
月

７
日
必
着
）
か
直
接
、
同
課

（
本
庁
舎
3
階
、
☎
61
局
３

４
０
８
）
へ

【
公
聴
会
】

３
月
19
日
（
水
）
…
市
役
所
講

堂
（
第
３
分
庁
舎
）　
午
後

７
時
～
９
時

　
傍
聴
は
直
接
会
場
へ
。
公
述

の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
開

催
し
ま
せ
ん
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）。

▢問
都
市
計
画
課
61
局
３
４
０
８

【
申
告
が
必
要
な
人
】

　
令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、

次
の
①
か
②
に
該
当
す
る
人
。

①
市
内
に
居
住
し
て
い
る
人

　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
は
不
要
で
す
。

▼
令
和
６
年
分
の
所
得
税
の

確
定
申
告
書
を
税
務
署
に

提
出
す
る
人

▼
給
与
収
入
の
み
で
、
年
末
調

整
で
申
告
を
し
た
控
除
内
容

を
変
更
し
な
い
人

▼
公
的
年
金
な
ど
の
収
入
の
み

で
、
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ

れ
て
い
る
控
除
内
容
を
変
更

し
な
い
人

▼
市
内
に
居
住
し
て
い
る
人
か

ら
被
扶
養
者
と
し
て
申
告
さ

れ
て
い
る
扶
養
親
族
か
同
一

生
計
配
偶
者

②
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
や

家
屋
敷
が
あ
り
、
市
外
に
居

住
し
て
い
る
人

※
令
和
６
年
中
に
収
入
が
な
い

人
や
、
課
税
対
象
外
の
遺
族

年
金
・
障
害
年
金
な
ど
の
収

入
の
み
の
人
も
申
告
が
必
要

で
す

【
申
告
書
の
作
成
】

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る

「
住
民
税
試
算
シ
ス
テ
ム
」（
左
）

で
申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
（
要
郵
送
）。

【
申
告
に
必
要
な
も
の
】

▼
所
得
の
証
明
と
な
る
資
料
（
源

泉
徴
収
票
・
支
払
明
細
な
ど
）

▼
社
会
保
険
料・生
命
保
険
料・

地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
を

受
け
る
人
…
そ
の
証
明
書

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
…

そ
の
明
細
書
な
ど

▼
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
…

障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
・

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

な
ど

【
申
告
書
の
提
出
】

　
作
成
し
た
申
告
書
と
必
要
書

類
を
郵
送
（
推
奨
）
か
持
参
で

市
民
税
課（
本
庁
舎
１
階
）へ
。

ま
た
、
下
記
日
程
で
、
学
習
セ

ン
タ
ー
・
支
所
な
ど
で
も
提
出

で
き
ま
す
（
一
部
要
予
約
）。

※
来
庁
の
場
合
は
、
窓
口
に
来

る
人
の
本
人
確
認
書
類
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

が
必
要
で
す

申告書
作成ページ

市
・
県
民
税
の
申
告

１
／
６
～
３
／
17

ところ とき 内容
玉縄学習センター ２/3㊊

１0:００～１4:００ 市・県民税申告深沢学習センター ２/４㊋
腰越支所 ２/5㊌
大船学習センター ２/6㊍
※予約制
市役所講堂

（第３分庁舎）

2/�17㊊
～28㊎ 10:００～１６:0０ 市・県民税申告

所得税確定申告★

市・県民税などの受付会場の日程（土・日曜日、休日を除く）

★は収入が給与、年金のみの人

受け付けは２/�10㊊10：00～
27㊍16：00

電話で

ネットで（推奨）

予約専用ダイヤル☎61-3850
（平日の10：00～16：00）

予約方法

e-kanagawa電子申請で

選挙管理委員会事務局☎61-3874
　市議会議員選挙が４月に予定されています。こ
れに向け、立候補予定者を対象にした事前説明会
を開催します。詳細は市ホームページを。
　と　き…２/２６㊌　14：00から
　ところ…鎌倉生涯学習センター
　▢申１/22㊌以降に電話で同事務局へ

市議会議員選挙

立候補予定者事前説明会を行います

※
提
出
の
み
の
人
は
予
約
不
要

▢問�

市
民
税
課
☎
61
局
３
９
２
１

　行方不明になった認知症の高齢者などを迅速
に保護できる仕組みです。見守りシールを衣服
や持ち物に貼ってる人を見かけたら、二次元コ
ードを読み込んで、現在地の入力などご協力を
お願いします。また、読み取られると同時に登
録者の家族などに通知が届きます。読み取りに
利用した端末の情報は一切記録されません。
　詳細は同課（本庁舎１階）へ。

高齢者いきいき課 ☎61-3899

“見守りシール”できました！

認知症高齢者の保護などに活用

▲仕組みの解説動画▲シールのサンプル

サンプル

お 詫 び

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
☎
61
局
３
８
４
３

　
10
月
31
日
ま
で
の
申
請
分
は
、
12
月
中
に
支
給
予
定
で
し
た
が
、

事
務
の
遅
延
に
よ
り
一
部
の
方
へ
の
支
給
が
間
に
合
わ
ず
、
１
月
31

日
以
降
に
支
給
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

児
童
手
当
制
度
改
正
分
の
支
給
遅
延
に
つ
い
て



令和 7年（2025年）2月号　No.1 4 2 4 （ 4 ）広 報 か ま く ら

せ
ら
知
お

市役所の住所・
電話番号などは
12面で確認を

　
納
付
書
の
場
合
は
、
コ
ン
ビ

ニ
で
も
納
付
で
き
ま
す
。
口
座

振
替
の
場
合
は
、
前
日
ま
で
に

指
定
口
座
に
ご
準
備
を
。

▢問�

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

＝
納
税
課
☎
61
局
３
９
１
５

国
民
健
康
保
険
料
＝
保
険
年

金
課
☎
６１
局
３
９
５
５

国
民
年
金
保
険
料 

割
引
と
所
得
控
除

【
一
括
前
納
で
割
引
に
な
り
ま

す
】

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
２
年

分
・
１
年
分
・
６
カ
月
分
を
一

括
前
納（
口
座
振
替・ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
・
現
金
）
す
る
と
割

引
に
な
り
ま
す
。

　
中
で
も
、
口
座
振
替
に
よ
る

２
年
前
納
は
割
引
額
が
大
き
く

（
参
考
：
令
和
６
年
度
の
割
引

額
は
１
万
６
５
９
０
円
。
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
と
現
金
で
は

１
万
５
２
９
０
円
）、
ま
た
、

毎
月
納
付
で
も
口
座
振
替
に
よ

る
「
早
割
」（
当
月
末
振
替
）

に
す
る
と
、
月
額
60
円
割
引
に

な
り
ま
す
。

【
新
た
に
「
2
年
前
納
（
４
月

開
始
）」
が
選
べ
ま
す
】

　
年
度
の
途
中
か
ら
で
も
一
括

前
納
が
で
き
ま
す
が
、
口
座
振

替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
２

年
前
納
を
す
る
場
合
、「
２
年

前
納
（
４
月
開
始
）」
が
選
べ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
今
年
４
月
分
か
ら
「
２
年
前

納
（
４
月
開
始
）」
を
希
望
す

る
場
合
、
２
月
末
（
必
着
）
ま

で
に
年
金
事
務
所
に
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。

▢問�

藤
沢
年
金
事
務
所
☎
０
４
６

６
・
５０
局
１
１
５
１

【
保
険
料
は
所
得
か
ら
控
除
で

き
ま
す
】

　
６
年
中
に
納
付
し
た
国
民
年

金
保
険
料
（
未
納
分
を
さ
か
の

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー 

臨

時

休

業

　
２
月
18
日
（
火
）
は
大
船
ル

ミ
ネ
ウ
ィ
ン
グ
全
館
休
館
の
た

め
、
休
業
し
ま
す
。

▢問�

市
民
課
☎
６１
局
３
９
０
２

　�

市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
☎

48
局
３
０
３
０

図
書
館
特
別
整
理
休
館

　
２
月
1７
日（
月
）～
25
日（
火
）

は
図
書
館
シ
ス
テ
ム
の
更
新
な

ど
の
た
め
、
全
図
書
館
を
休
館

し
ま
す
。
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
も
利
用
で
き
ま
せ
ん
。な
お
、

期
間
中
、
返
却
ポ
ス
ト
（
各
図

書
館
・
鎌
倉
駅
・
大
船
駅
）
は

利
用
で
き
ま
す
。

　
新
し
い
シ
ス
テ
ム
で
は
、
ご

自
身
の
ス
マ
ホ
に
図
書
館
カ
ー

ド
（
利
用
券
番
号
）
を
表
示
し

て
貸
出
手
続
き
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

▢問
中
央
図
書
館
☎
25
局
２
６
１
１

市
民
課
・
保
険
年
金
課

土
曜
窓
口
の
開
設

２
月
８
日
・
2２
日
…
午
前
９
時

～
午
後
５
時
（
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
関
連
は
４
時
ま
で
。
混
雑

状
況
に
よ
り
時
間
前
に
終
了

す
る
場
合
あ
り
。
正
午
～
午

後
１
時
は
市
民
課
の
証
明
書

の
交
付
の
み
）

　
内
容
に
よ
り
受
け
付
け
で
き

な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

▢問
市
民
課
☎
61
局
３
９
０
２

　
保
険
年
金
課
☎
61
局
３
９
５
４

市
税
と
国
民
健
康 

保
険
料
の
納
期
限

　
固
定
資
産
税・都
市
計
画
税・

固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
第

４
期
と
、
国
民
健
康
保
険
料
第

９
期
の
納
期
限
は
、
２
月
２８
日

（
金
）
で
す
。

ぼ
っ
て
納
め
た
場
合
も
含
む
）

は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
や
確

定
申
告
時
に
「
社
会
保
険
料
」

と
し
て
所
得
か
ら
控
除
で
き
ま

す
。

　
控
除
対
象
と
な
る
も
の
は
、

本
人
や
同
一
生
計
の
親
族
の
保

険
料
や
免
除
期
間
の
追
納
分
、

国
民
年
金
基
金
の
掛
金
で
す
。

申
告
時
に
納
付
額
を
証
明
す
る

「
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明

書
」
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
控
除
証
明
書
は
、
６
年
１
月

１
日
～
９
月
30
日
に
納
付
し
た

人
に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
済
み
で
す
。
10
月
１
日
以
降

に
初
め
て
納
め
た
人
に
は
、
２

月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

▢問�

控
除
証
明
書
＝
日
本
年
金
機

構
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ

ル
☎
０
５
７
０
・
０
０
３
・

０
０
４
（
Ｉ
Ｐ
電
話
は
☎

０３
・
６
６
３
０
局
２
５
２
５
）

　�

国
民
年
金
基
金
の
掛
金
＝
全

国
国
民
年
金
基
金
首
都
圏
支

部
☎
０
１
２
０
・
６５
・
４
１

９
２鎌

倉
税
務
署
か
ら 

確
定
申
告
に
つ
い
て

【
確
定
申
告
は
自
宅
か
ら
ス
マ

ホ
で
】

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
は
、
ス
マ
ホ
を
使
っ
て

金
額
な
ど
を
入
力
す
る
だ
け

で
、
自
動
計
算
で
申
告
書
が
完

成
し
ま
す
。

　
ま
た
、「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

連
携
」
機
能
を
利
用
す
る
と
、

医
療
費
・
ふ
る
さ
と
納
税
・
社

会
保
険
料
な
ど
の
控
除
デ
ー
タ

が
自
動
入
力
で
き
、
さ
ら
に
便

利
で
す
。

【
申
告
書
作
成
会
場
の
開
設
】

開�

設
期
間
…
２
月
１７
日
（
月
）

～
３
月
１７
日
（
月
）
の
平
日

と
３
月
２
日
（
日
）

※�

２
月
３
日
～
３
月
17
日
は
税

務
署
の
駐
車
場
は
利
用
不
可

相�

談
時
間
…
午
前
９
時
～
午
後

５
時
（
受
け
付
け
は
午
前
８

時
30
分
～
午
後
４
時
）

※�

状
況
に
よ
り
、
受
け
付
け
を

早
く
締
め
切
る
場
合
あ
り

入�

場
整
理
券
…
当
日
会
場
で
配

布
し
ま
す
が
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
の

事
前
発
行
が
便

利
で
す
。
友
だ

ち
追
加
を
（
下
）

【
ふ
る
さ
と
納
税
の
申
告
】

　
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
の
申
請
を
提
出
し
た
人

が
確
定
申
告
を
す
る
と
、
同
特

例
の
申
請
が
無
効
に
な
り
ま

す
。
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受

け
る
に
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の

金
額
を
寄
附
金
控
除
額
の
計
算

に
含
め
て
確
定
申
告
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

【
質
問
は
、「
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
」

や
「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」
の

利
用
を
】

　
国
税
に
関
す
る
相
談
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
チ
ャ
ッ

ト
ボ
ッ
ト
の
ご
利
用
を
。
質
問

し
た
い
こ
と
を
メ
ニ
ュ
ー
か
ら

選
択
す
る
か
、
文
字
で
入
力
す

る
と
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が

自
動
回
答
し
ま
す
。
２４
時
間
利

用
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」
に
は
、

よ
く
寄
せ
ら
れ
る
質
問
へ
の
回

答
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

▢問�

鎌
倉
税
務
署
☎
２２
局
５
５
９
１

児
童
手
当
の
拡
充 

3
月
末
ま
で
に 

申
請
が
必
要
で
す

　
令
和
６
年
10
月
分
か
ら
児
童

手
当
の
制
度
が
変
わ
り
、
次
の

と
お
り
、
支
給
範
囲
や
支
給
額

な
ど
が
拡
大
し
て
い
ま
す
。

【
改
正
の
概
要
】

・
所
得
制
限
の
撤
廃

・�

支
給
対
象
児
童
の
年
齢
が「
中

学
生
」
か
ら
「
高
校
生
年
代
」

に
延
長

・�

第
３
子
以
降
の
手
当
額
（
多

子
加
算
）
を
月
1
万
5
千
円

か
ら
月
3
万
円
に
増
額

・�

第
３
子
以
降
の
算
定
に
含
め

る
対
象
の
年
齢
を
「
18
歳
到

達
後
の
最
初
の
年
度
末
ま
で
」

か
ら
「
22
歳
到
達
後
の
最
初

の
年
度
末
ま
で
」
に
延
長

・
支
給
回
数
を
年
６
回
に
変
更

※�

拡
充
の
対
象
と
な
る
世
帯
の

条
件
な
ど
を
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
下
）

に
掲
載
し
て
い

ま
す
。
ご
確
認

く
だ
さ
い

【
申
請
に
つ
い
て
】

　
制
度
改
正
に
伴
う
手
当
の
拡

充
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必

要
で
す
。
ま
だ
申
請
が
お
済
み

で
な
い
人
は
、
3
月
31
日
（
必

着
）
ま
で
に
申
請
を
。
そ
れ
以

降
は
、
受
付
月
の
翌
月
分
か
ら

の
支
給
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
、こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー（
本

庁
舎
１
階
）で
入
手
で
き
ま
す
。

な
お
、書
類
に
不
備
が
あ
る
と
、

支
給
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

▢問�

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

☎

61
局
３
８
４
３

市
議
会
議
員
選
挙
の
日
程

告
示
…
４
月
20
日
（
日
）

投�

票
日
…
４
月
27
日
（
日
）
　

午
前
7
時
～
午
後
8
時

　
詳
細
は
、
本
紙
や
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

▢問�

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎

61
局
３
８
７
４

相談・申告の
受け付け 納期限 振替納税※の

場合の振替日
所得税及び

復興特別所得税 ２/１7㊊～
３/１7㊊ ３/１7㊊

４/２３㊌

贈与税 ―

個人消費税 3/3１㊊まで 3/3１㊊ ４/３０㊌

【申告期限と納期限】

※振替納税には、事前に届け出が必要です

国の総合経済対策に基づく給付金 令和６年度 非課税世帯給付金・こども加算給付金

【給付金額】
●�令和６年度非課税世帯給付金▶３万円／世帯
●こども加算給付金▶２万円／子ども１人
　＊�上記非課税世帯給付金対象者のうち、子ども

がいる世帯に加算。詳細は囲み（右）を参照

【対象】
　❶❷の両方に該当する世帯。
❶�６年 12/13（基準日）に本市に住民票がある
❷�世帯全員が６年度住民税（市民税）非課税者

で構成されている
　＊�ただし、住民税課税者に扶養されている人の

みで構成された世帯などは対象外

【受給方法】
　対象と見込まれる世帯に、ＡかＢの書類を送
付します。

Ａ「支給のお知らせ」が届いた世帯（２月中旬ごろ）
　書類に記載の口座に自動的に給付します（申
請不要）。
送付対象：以下の①～③全てに該当する世帯
①�５・６年度実施済みの給付金※が、世帯主名
義の口座に支給された

②�５年 12/2 ～６年 12/13 に、世帯主や世帯員
に変更がない

③世帯内に住民税未申告者がいない

Ｂ「確認書」が届いた世帯（３月中旬ごろ）
　必要書類を添えて７年 7/31 までに返送を。
送付対象：Ａに該当しない支給対象世帯

　物価高克服に向けた国の経済対策に基づき、給付金を支給します。給付の詳細
や振込先口座の変更などは、市ホームページ（右）かコールセンターへ。

  ●こども加算給付金
【�対象】令和６年度非課税世帯給付金に該当
の世帯で、18 歳以下の子ども（６年 12/13
以降に出生した子どもも対象）がいる

【�受給方法】令和６年度非課税世帯給付金と
同じ口座に自動で振り込みます（申請不要）。
ただし、６年 12/13 以降に出生した子ども
がいる場合、別途申請が必要です。市ホー
ムページ・市役所・支所で申請書の入手を。

※�５年度：低所得世帯支援給付金・住民税均等割のみ課税世
帯支援給付金、６年度：住民税非課税化世帯給付金・住民
税均等割のみ課税化世帯給付金・定額減税補足給付金

▲�マイナポータル
連携

▲作成コーナー

臨時特別給付金コールセンター☎0120-001-646
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詳細は 2・３面へ地域のつながり課  地域のつながり担当

詳しくは6面をご覧ください鎌倉市議会議員選挙が行われます 投票日 ４／２７（日）

ま
ち
で
開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
や
、

安
全
・
安
心
に
暮
ら
す
た
め
の
見
守
り
、

災
害
時
の
対
応
、
地
域
情
報
の
お
知
ら
せ
な
ど
、

日
々
の
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る

自
治
会
町
内
会
の
幅
広
い
取
り
組
み
を
、

ご
紹
介
し
ま
す
。

日
々
の
暮
ら
し
を

気
持
ち
よ
く
、

楽
し
く
、

心
づ
よ
く
。

暮らしを支える
自治会町内会の

取り組み

鎌倉市は持続可能な開発目標 
（SDGs）の達成に向けた
取り組みを推進しています。
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「投票所入場券」が
届きます

　投票所入場券（以下、入場券）は、4/14以降順次、世帯ごとにまとめ
て封書で配送されます。投票の際は、１人１枚、自分の入場券をお持
ちください。
　入場券を破損・紛失した場合も、投票できます。投票所で係員にお申
し出を。

開票は
当日 21 時から

　開票状況は、市ホームページのほか、鎌倉武道館と市役所本庁舎正面
玄関脇に設置する速報板でもお知らせします。

選挙のため利用できません

◎�鎌倉武道館（☎46-8010）：4/26㊏・27㊐
◎大船体育館（☎47-1862）：4/26㊏13：00～27㊐

選挙管理委員会事務局☎ 61-3874

鎌倉市議会議員選挙
ー あなたのまちと暮らしに直結する大切な仕事を託す選挙です ー

点字投票や
代理投票も

　点字投票や代理投票ができます。目の不自由な人や、読み書きが不
自由な人は、投票所の係員にお申し出を。

「選挙公報」で
候補者を知ろう

　候補者の政見などを掲載した「選挙公報」を、4/21 〜 25に各戸ポスト
にお届けします。4/25を過ぎても届かない場合は、選挙管理委員会事
務局へ連絡を。市役所ロビー・支所・市ホームページでもご覧になれます。

/27㊐4

選挙 　　 のポイント

市外に滞在、入院などで
投票所に行けない人は
不在者投票を

　不在者投票には、事前の手続きが必要です。4/23までにお申し出く
ださい。
▶�長期出張などで市外に滞在中の場合…本市選挙管理委員会に投票用
紙を請求し、交付を受ければ、滞在地の選挙管理委員会で不在者投
票ができます
▶都道府県の選挙管理委員会が指定した病院などに入院・入所してい
る�場合…施設内で不在者投票ができます。詳細は、病院や施設にお問
い合わせを
▶�郵便などによる投票…事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けると、
自宅で郵便などによる不在者投票ができます。対象などは【表４】【表
５】で確認を

【注意】 投票用紙が投票終了時（4/27 20:00）までに選挙管理委員会に届
かない場合は、無効となります。

対象者 障害部位と程度

身体障害者手帳を
持つ人

両下肢・体幹・移動機能…1・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸…1・3級
免疫・肝臓…1・2・3級

戦傷病者手帳を
持つ人

両下肢・体幹…特別・第1・第2項症　
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓…
特別・第1・第2・第3項症

介護保険の
被保険者証を持つ人 要介護5

【表４：郵便などによる不在者投票の対象者】

対象者 障害部位と程度
身体障害者手帳を持つ人 上肢、視覚…1級
戦傷病者手帳を持つ人 上肢、視覚…特別・第1・第2項症

【表５：郵便などによる不在者投票における代理記載制度の対象者】

※表４に該当する人のうち、上記にも該当する人が対象です

18 歳から
投票できます

　平成1９年４/28以前に生まれ、令和７年1/19以前に本市の住民基本台
帳に登録され、引き続き本市に住んでいる人が投票できます。なお、
最近、住所を変えた人は【表１】をご確認ください。

市内で
転居した人

4/1までに転居届を出した人▶転居後の住所地の投票所で
4/2以降に転居届を出した人▶転居前の住所地の投票所で

市外から
転入した人

1/19までに転入届を出した人▶住所地の投票所で
1/20以降に転入届を出した人▶投票できません

【表１：最近、住所を変えた人の投票所】

投票所に
変更がないか確かめて

　入場券に記載の地図で確認を。【表２】のとおり、一部の投票所に変
更があります。

大町一丁目、大町二丁目１～４番に
お住まいの人（第4投票区）

比企谷幼稚園→
鎌倉生涯学習センター

上記を除く大町二丁目〜七丁目に
お住まいの人（第５投票区） 比企谷幼稚園→安国論寺

【表２：投票所の変更】

当日の都合がつかない人は
期日前投票へ

　投票日当日に仕事などで投票所に行けない人は、【表３】のとおり、
期日前投票ができます。入場券をお持ちください。

4/21㊊～26㊏
8：30～20：00

市役所講堂（第３分庁舎）
大船行政センター

4/24㊍～26㊏ 腰越・深沢・玉縄行政センター

【表３：期日前投票】

●投票時間
　7：00 〜 20：00

告示 「選挙公報」各戸配布

期日前・不在者投票ができる期間

投・開票

4/20㊐ 21㊊ 22㊋ 23㊌ 25㊎24㊍ 26㊏ 27㊐


